
京都府南部の B市 知的障害のある方の１人ぐらし事例 

（弁護団の長文意見書付き） 

 

 

 

弁護団コメント 

 

知的障害のある方について、受任前には市から毎月支給量を削減するなどと厳しい

ことを言われていたケースです。 

弁護士受任後、交渉段階で速やかに長時間の重度訪問介護が実現し、意義が大き

いです。 

 

 

 

ご本人から、写真が届きました。いずれも、今年（2021 年）4月の写真です。 

コメントは、「良い天気の日に家の近くを散歩するのが楽しみです」とのことです。 

 
































